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平成１２年１０月２日 問い合わせ先

監 査 事 務 局 監査事務局総務課

電話 ０３－５３２０－７０１１

国立市立小中学校教職員の勤務時間内職員団体活動を違法・不当として

当該時間相当分の給与返還等を求める住民監査請求監査結果

第１ 請求の受付

１ 請求人

国立市 太 田 政 男

２ 請求書の提出

平成１２年８月３日

３ 請求の内容

(1) 主張事実

ア 請求書による主張

地方公務員には、職務に専念する義務が課されており（地方公務員法第３５

条 、職員には法律又は条例に定めのある場合を除く外、その勤務時間及び職務）

上の注意力の全てをその職務遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責

を有する職務にのみ従事しなければならないと定められている。

この地方公務員の職務の大原則を担保するために、地方公務員法第５５条の２

第６項では、職員は条例で定める場合を除き給与を受けながら、職員団体のため

にその業務を行い又は活動してはならないとし、勤務時間内の組合活動を原則的

に禁止している。

本条の特例規定として、東京都及び国立市は「職員団体のための職員の行為の

制限の特例に関する条例 （いわゆる「ながら条例 ）を定めているが、国立市に」 」

おいて、教職員は勤務時間内に職員団体活動に従事する場合には、東京都が定め

ている必要な手続きに準じた手続きを経て管理者の承認を受けなければならない

とされている。

この手続きとは、職員団体が毎月の組合行事日程表とそれに参加できる職員名



- 2 -

を予め当局に提出し包括的な承認を得る。それに参加する職員は、職務免除及び

給与減額免除を管理者に申請して仮承認を経て組合行事に参加する。職員団体は

職員の参加を確認したら当局宛てに当該職員が当該行事に参加したことを証明す

る「参加票」を提出する。管理者は参加票の内容と当初に仮承認した職務免除と

給与減額免除の申請を照合して瑕疵がない場合に仮承認を本承認に切り替える、

というものである。

しかるに国立市教育委員会においては、職員が管理者に対して職務免除と給与

減額免除申請を行わないのみならず、申請があっても瑕疵や適用外があるものや、

その他の手続きが行われていないものが大半ある。

従って、適正な手続きを経ないで行われた職務免除と給与減額免除の承認は無

効であり、この様な違法なままに職員団体活動に従事した期間における給与の支

払いは 「学校職員の給与に関する条例」第１６条〔給与の減額〕に違反する違、

法な公金の支出であり、東京都に返還すべきものである。

イ 事実証明書により特定・主張している違法事実（要旨）

(ｱ) 国立市立国立第七小学校勤務の教職員については、機関運営への参加など勤

務時間内の職員団体活動に関する一切の手続きがなされていない。

(ｲ) 東京都教職員組合北多摩西支部国立地区協議会については、次の違法事由が

ある。

ａ 平成１１年８月以降月間行事予定表が提出されていない。

ｂ 機関運営に関わる参加票が一切提出されていない。

ｃ 機関運営の構成員でありながら、職務専念義務免除及び給与減額免除の手

続をとっていない職員がいる。

ｄ 職務専念義務免除及び給与減額免除の申請根拠の見あたらない職員がいる。

(ｳ) 多摩島嶼地区教職員組合については、次の違法事由がある。

ａ 国立支部については、東京都のいわゆる「ながら条例」の適用除外となっ

ているが、支部委員会の活動が職務専念義務免除及び給与減額免除の承認を

受けている。

ｂ 機関運営の構成員でありながら、職務専念義務免除及び給与減額免除の手

続きをとっていない職員がいる。

ｃ 定期大会については、参加票による確認が行われていない。

(ｴ) 国立市教育委員会作成の「弁明書」によれば、国立市立国立第二小学校ほか

２校において、集会動員など不当な勤務時間内職員団体活動が行われている実
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態が明らかであり、他校も同様であると思われる。

(2) 措置要求

平成１１年度までに全手続きを口頭で処理した学校、日程表、参加票を出してい

ない職員団体、執行委員等の申請がない、無許可の集会参加や要請行動等、この様

な違法・不当な取り扱いは全ての学校にわたって行われており、厳格調査の上、給

与の返還と地方公務員法に定める懲戒処分を行うべきである。よって、証拠書類を

添え、必要な措置を講じるよう求める。

４ 請求の要件審査

本件請求の対象となっている給与支出のうち、１年の期間制限を徒過していないも

のについては、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第

２４２条所定の要件を備えているものと認めた。

第２ 監査の実施

１ 監査対象事項

国立市立小中学校教職員（以下「国立市教職員」という ）に対する給与の支出を。

監査対象とした。

２ 監査対象局等

都教育庁を監査対象とした。なお、国立市教育委員会を対象に、関係人調査を行っ

た。

３ 請求人の証拠の提出及び陳述

法第２４２条第５項の規定に基づき、平成１２年８月３１日に、新たな証拠の提出

及び陳述の機会を設けた。

請求人は、陳述において本件請求の趣旨の補足を行った。また、新たな証拠として、

教員の研修に関する資料ほか２点を提出した。

第３ 監査の結果

本件請求については、合議により次のように決定した。

本件請求には、理由があるものと認める。
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法第２４２条第３項の規定に基づき、教育長に対し、別項のとおり勧告する。

なお、教職員の職員団体活動への参加に関しては、今後とも手続の遵守を徹底させる

必要があることから、都教育委員会に対し別項のとおり要望する。

以下、事実関係の確認、監査対象局の説明及び判断理由について述べる。

１ 事実関係の確認

(1) 国立市教職員の法的位置付けについて

国立市教職員は、国立市立の小中学校の職員ではあるが、市町村立学校職員給与

負担法（昭和２３年法律第１３５号）により、都が給与を負担する職員（以下「都

費負担教職員」という ）と位置付けられている。。

都費負担教職員の任命権は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和

３１年法律第１６２号。以下「地教行法」という ）第３７条第１項により、都教。

育委員会に存することとなっており、都教育委員会は、国立市教職員の任免、異動、

懲戒・分限処分等を行う権限を有しているものである。

一方、国立市教職員の服務については、地教行法第４３条第１項により、国立市

教育委員会が監督することとされている。したがって、国立市教職員の職務に専念

する義務の免除は、国立市教育委員会の権限であり、国立市においては、同権限は

各学校長に委任されている。

(2) 国立市教職員に対する給与支給について

ア 給与の支出について

都の予算に関する執行権限は、都知事が有しているものであるが、都教育委員

会に関する同権限は教育長に委任されており、さらに、都費負担教職員の給与の

支出については、東京都会計事務規則（昭和３９年東京都規則第８８号）第６条

により、都教育庁の予算担当課長が支出命令権者となっている。

一方、給与関係データ入力票の作成など給与の支給事務については、東京都教

育委員会の事務処理の特例に関する条例（平成１１年東京都条例第１１５号。以

下「事務処理特例条例」という ）第２条の表３の項イにより国立市教育委員会。

が処理している。
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イ 給与減額免除の承認について

国立市教職員の給与の減額免除は、事務処理特例条例第２条の表４の項ロによ

り、国立市教育委員会が処理することとされており、学校職員の給与の減額を免

除することのできる場合の基準に関する規則（昭和３１年東京都教育委員会規則

第２３号）に定める基準にのっとって行われるものとなっている。

なお、国立市においては、各学校長が具体的な承認事務を行っている。

(3) 都費負担教職員による職員団体とその活動について

ア 職員団体について

一般に地方公務員は、その勤務条件の維持改善を目的として職員団体を結成す

ることができる（地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「地公法」と

いう ）第５２条第１項及び第３項 。また、同一の地方公共団体に属する職員の。 ）

みで組織されている職員団体で、地公法第５３条に掲げる要件を満たすものは、

当該地方公共団体の人事委員会又は公平委員会に登録することができる。

一方、公立学校の教職員による職員団体については、異なる地方公共団体の職

員を構成員としていても、その所属校が同一の都道府県内に所在していれば、当

該都道府県の職員団体とみなされ、その人事委員会に登録できることとなってい

る（教育公務員特例法（昭和２４年法律第１号）第２１条の５ 。）

今回請求人が問題としている東京都教職員組合（以下「都教組」という ）及。

び多摩島嶼地区教職員組合（以下「多摩教組」という ）は、いずれも東京都内。

の公立学校所属の教職員による職員団体であり、都人事委員会に登録されている

ものである。

イ 勤務時間内において給与を受けながら行うことのできる職員団体活動について

地方公共団体の職員が、職員団体のための業務又は活動（以下「職員団体活

動」という ）を勤務時間内において給与を受けながら行うことは、原則として。

禁止されており、条例によって特別の定めをした場合に限り認められるものであ

る（地公法第５５条の２第６項 。）

都では、職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例（昭和４１年

条例第９８号。以下「ながら条例」という。）第２条第１号により、地公法第

５５条第８項の規定に基づき、適法な交渉及びその準備を行う場合を、勤務時間

内に給与を受けながら行うことのできる職員団体活動（以下「時間内組合活動」
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という ）として認めている。。

また、ながら条例の適用職員には、都費負担教職員を含んでおり、都人事委員

会に登録している都教組及び多摩教組の構成員である国立市教職員が、時間内組

合活動を行う場合には、ながら条例の適用を受けることになる。

ウ 適法な交渉とその準備について

(ｱ) 適法な交渉の意義について

適法な交渉とは、地公法第５５条に定める要件に適合する交渉をいう。その

主な要件は、①職員団体と、交渉事項について権限を有する地方公共団体の当

局との間の交渉であること、②交渉事項が、職員の勤務条件等であって、地方

公共団体の管理運営事項ではないこと、③予備交渉により、議題、時間、場所

その他必要な事項をあらかじめ取り決めること、などである。

なお、人事委員会又は公平委員会に登録された職員団体から、勤務条件等に

関し、適法な交渉の申入れがあった場合には、当該交渉事項について権限を有

する地方公共団体の当局はこれに応ずべき地位に立つものとされている（地公

法第５５条第１項 。）

(ｲ) 適法な交渉の準備の範囲について

時間内組合活動として、適法な交渉とともに認められるその準備行為の具体

的な範囲については、都教育委員会が、都費負担教職員を含む学校職員関係の

職員団体に関し、次表の基準にのっとって定めている。

（表）適法な交渉の準備に関する基準

基 準 例

・適法な交渉を行うに当たって法律上必要とされる行為 予備交渉

・交渉事項について、職員団体からの適法な委任に基づ 小委員会交渉、専門委

いて地方公共団体の当局と行う折衝 員（会）交渉等

・職員団体の規約その他によって定められている基幹的 大会、執行委員会等

機関運営で、職員団体が適法な交渉を行うに当たって

必要不可欠なもの

・特定の事項に関し、職員団体の執行機関から権限の委 専門部、専門委員会等

任を受け、適法な交渉上の議題にかかわる事項につい

て調査・研究・諮問等を行う専門的又は補助的な機関



- 7 -

の運営で必要不可欠なものと認められるもの

・職員団体の所属する上部団体の規約その他に定める機 日教組、全教、都労連

関運営のうち、当該職員団体が行う適法な交渉と有機 の大会等

的関連を有する機関運営で必要不可欠なものと認めら

れるもの

なお、具体的な時間内組合活動及びその承認限度については、上記基準に基づ

き、職員団体ごとに詳細に定められている。

エ 機関運営への参加に関し求められる手続について

職員が、上記ウ(ｲ）の適法な交渉の準備として認められる機関運営に、構成員

として参加する場合は、一定の限度内で、職務に専念する義務の免除（以下「職

免」という ）及び給与減額免除（以下「給与減免」という ）の対象となる。職。 。

員団体の各支部等の機関運営に、都費負担教職員が参加する場合には、以下の手

続を適正に行うことにより、職免及び給与減免が認められる。

(ｱ) 職員団体は、適法な交渉の準備として認められる機関運営の月間行事日程表

及び構成員名簿を前月２５日までに提出し、各区市町村教育委員会は、承認基

準に基づき、これを承認した上で、各学校長に通知する。ただし、構成員名簿

については、構成員に変更がなければ毎月提出する必要はない。

(ｲ) 機関運営に参加する職員は、学校長に事前に職免及び給与減免の申請を行い、

学校長は月間行事日程表と構成員名簿とを照合の上、仮承認する。

(ｳ) 機関運営に参加した職員は、参加票に記入し、職員団体は、同参加票を確認

の上、各区市町村教育委員会に提出する。

(ｴ) 各区市町村教育委員会は、参加票と行事日程表、構成員名簿とを照合の上、

承認し、学校長に送付する。

(ｵ) 学校長は、参加票を確認の上、職免及び給与減免を本承認する。

なお、職員団体の本部及び上部団体の機関運営については、各区市町村教育委

員会ではなく、都教育委員会が、機関運営の承認、参加票の確認等を行う。

２ 監査対象局の説明

(1) 服務監督について

地教行法第４３条第１項は 「市町村教育委員会は、県費負担教職員の服務を監、
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督する」と規定しており、国立市教職員の服務監督は、国立市教育委員会が行うべ

きものである。

このため、ながら条例に基づく機関運営への参加や、集会参加、要請行動の際の

服務の取扱いについては、国立市教育委員会が、その権限に基づき、適切に処理す

べきものである。

(2) 給与の減額について

勤務時間内において、適正な手続を経ずに職員団体活動を行った場合には、給与

減免は認められず、当該活動時間相当分の給与は、減額の対象となる。

給与の支給事務については、事務処理特例条例第２条の表３の項イの規定により、

国立市教育委員会が処理することとなっている。このため、給与の減額及び返還請

求についても、同市教育委員会が行うものと考えている。

(3) 給与の返納の報告について

「適法な交渉の準備」の具体的な範囲及びその手続については、都教育委員会が

定めている。

ところが、平成１２年６月の国立市議会において、国立市教職員が正規の手続を

とらずに勤務時間内の職員団体活動等を行っているとの指摘がなされた。

このため、都教育委員会は、国立市教育委員会に対し、平成１２年６月２６日付

１２教人勤第５５号により、実態調査を行うよう依頼した。その結果、勤務時間内

において、ながら条例に基づく正規の手続をとらずに行われている実態等が、一部

明らかになった。

そこで、同市教育委員会に対し、平成１２年８月１１日付１２教人情第２３５号

により、国立市教職員の勤務時間内の職員団体活動に関し、適正な手続をとらずに

職務に従事しなかった時間を特定し、給与の返納に関する報告を行うよう求めてい

る。

３ 判 断

以上のような事実関係の確認及び監査対象局の説明に基づき、本件請求について次

のように判断する。
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請求人は、国立市教職員について、所定の手続をとらずに、勤務時間内において職

員団体活動に従事している者がおり、当該時間分の給与が違法・不当に支給されてい

るとして、その返還等を求めていると認められるので、以下このことについて判断す

る。

(1) 国立市教職員の勤務時間内における職員団体活動の実態について

勤務時間中に、給与を受けながら職員団体活動を行うことは、原則として禁止さ

れているものであり、活動内容が所定の要件を満たし、その参加に際しての職免及

び給与減免の適正な手続がとられない限りは、正当な時間内組合活動とは認められ

ない。

したがって、国立市教職員が、適正な手続をとらずに勤務時間内において職員団

体活動を行ったという事実があった場合には、職免及び給与減免は認められず、当

該時間分の給与は減額しなければならないものであり、減額せずに支給した給与に

ついては、返納を要することになる。

そこで、請求人の主張するように、国立市教職員が、適正な手続をとらずに勤務

時間内において職員団体活動に参加した実態があるか否かを確認するため、監査対

象局及び国立市教育委員会に対する事情聴取などを行った結果、次のような事実が

明らかとなった。

ア 国立市立国立第七小学校所属の職員については、平成１２年６月以前において、

１名を除き、職員団体活動参加のための職免及び給与減免に関する申請手続をと

っていないこと。

イ 都教組北多摩西支部に所属する国立市教職員の機関運営への参加については、

参加票による確認が全く行われていないなど、平成１２年６月以前において、す

べて所定の手続を欠いていること。

ウ 多摩教組については、一部職員について、職免及び給与減免申請手続を欠くな

ど、適正を欠く事実があり、また、定期大会参加については、参加票による確認

が行われていなかったこと。

エ 国立市立国立第二小学校ほか２校においては、請求人の主張どおり、承認を得

ない集会参加、研修の名目でなされた職員団体活動など、職免、給与減免の要件

を満たさない職員団体活動への参加が認められ、その他の学校においても、同様

の事実が見られること。
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これらは、勤務時間内における職員団体活動に際し、適正な手続を欠いているも

のであり、当該活動に参加した職員については、当該時間相当分の給与を減額する

必要があったといえる。

しかしながら、これらの職員に対し、給与を減額して支給したという事実は認め

られなかった。

よって、国立市教職員について、適正な手続をとらずに勤務時間内において職員

団体活動に従事している者がおり、当該時間分の給与が違法・不当に支給されてい

るという請求人の主張については、これを認めることができる。

(2) 損害の補てんについて

上記(1)のとおり、給与を減額すべきであるにもかかわらず、これを減額せずに

支給した場合には、当該給与を受けた職員は、これを返納することが必要となる。

そこで、国立市教職員の職員団体活動に関し、適正な手続をとらずに職務に従事

しなかった時間の特定と、当該時間相当分の給与の返納に関し、国立市教育委員会

及び都教育委員会から事情聴取を行ったところ、現段階においては、次のような状

況にあることが認められた。

ア 国立市教職員による適正な手続を欠く勤務時間内職員団体活動への参加の実態

は、国立市教育委員会による調査によりおおむね明らかになっているが、平成

１２年度における給与の返納を要する事実とその要返納額など、一部実態が不明

なものが残っていること。

イ 適正な手続を欠く勤務時間内職員団体活動に関する給与の返納手続は、まだ実

施されていないこと。

返納を要する給与額は、本来都が支出してはならなかったものであり、これらが

返納されていない以上、都が損害を被ったと認めることができ、損害額の補てんが

求められる。

したがって、監査対象局は、実態が不明な部分を解明し、損害額を確定させると

ともに、これらの損害が補てんされるよう、必要な措置を講じる責任があると考え

られる。

以上のことから、請求人の主張には理由があるものと認められるので、別項のとお

り、都教育長あて勧告を行う。
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また、教職員の勤務時間内における職員団体活動に対し給与を支給するのは、あく

までも例外的なものであるという制度の趣旨を踏まえ、職免及び給与減免について所

定の手続の遵守を徹底することが求められることから、教育委員会に対し、別項のと

おり要望を行う。

【都教育長への勧告】

法第２４２条第３項に基づき、都教育長に対し、次の措置を講じることを勧告する。

(1) 措置すべき事項

本件請求のあった日から過去１年をさかのぼった日以降において、国立市教職員が、

適正な手続をとらずに、勤務時間内において職員団体活動を行った時間相当分の給与

を支出したことに伴う都の損害額を十分精査の上、これを確定し、その補てんのため

に必要な措置を講じること。

(2) 措置期限

平成１３年３月３１日

（都教育委員会への要望）

教職員が勤務時間内において給与を受けながら職員団体活動に従事することは、原

則として禁止されているものであり、ながら条例の適用に関して定められた手続を適

正に行うことにより、はじめて職務専念義務の免除及び給与の減額免除が認められる

ものである。こうした手続をおろそかにすることは、地公法及びながら条例の趣旨を

損なうものであり、正常な労使関係の確保の面からも大きな問題がある。したがって、

今後、ながら条例の運用に当たっては、その手続が適正に行われるよう、指導の徹底

を図られたい。
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資料（東京都職員措置請求書等）

東京都職員措置請求書

１ 請求の要旨

地方公務員には、職務に専念する義務が課されており（地方公務員法第３５条 、職）

員には法律又は条例に定めのある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力の全

てをその職務遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従

事しなければならないと定められている。

この地方公務員の職務の大原則を担保するために、地方公務員法第５５条の２第６項

では、職員は条例で定める場合を除き給与を受けながら、職員団体のためにその業務を

行い又は活動してはならない、とし勤務時間内の組合活動を原則的に禁止している。

本条の特例規定として、東京都及び国立市は「職員団体のための職員の行為の制限の

特例に関する条例 （いわゆる「ながら条例 ）が定められているが、国立市において、」 」

教職員は勤務時間内に職員団体活動に従事する場合には、東京都が定めている必要な手

続きに準じた手続きを経て管理者の承認を受けなければならないとされている。

この手続きとは、職員団体が毎月の組合行事日程表とそれに参加できる職員名を予め

当局に提出し包括的な承認を得る。それに参加する職員は、職務免除給与減額免除の申

請書を管理者に申請して仮承認を経て組合行事に参加する。職員団体は職員の参加を確

認したら当局宛てに当該職員が当該行事に参加したことを証明する「参加票」を提出す

る。管理者は参加票の内容と当初に仮承認した職務免除と給与減額免除の申請を照合し

て瑕疵がない場合に仮承認を本承認に切り替える、というものである。

しかるに国立市教育委員会においては、職員が管理者に対して職務免除と給与減額免

除申請を行わないのみならず、申請があっても瑕疵や適用外があるものや、その他の手

続きが行われていないものが大半ある。

従って、適正な手続きを経ないで行われた職務免除と給与減額免除の承認は無効であ

り、この様な違法なままに職員団体活動に従事した期間における給与の支払いは 「学、

校職員の給与に関する条例」第１６条〔給与の減額〕に違反する違法な公金の支出であ

り、東京都に返還すべきものである。

１１年度までに全手続きを口頭で処理した学校、日程表、参加票を出していない職員

団体。執行委員等の申請がない。無許可の集会参加や要請行動等、この様な違法・不当

な取り扱いは全ての学校にわたって行われており、厳格調査の上、給与の返還と地方公

務員法に定める懲戒処分を行うべきである。よって、証拠書類を添え、必要な措置を講
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じるよう求める。

（以上、原文のまま掲載）

事実証明書

① 請求人が作成した「資料により読み取れる実態の一部」

② 国立市立国立第七小学校による「ながら条例に基づく職免申請、書類、承認と職免

処理簿」に関する報告（平成１２年６月資料）

③ 請求人の資料要求に対する国立市教育委員会教育長からの回答書（平成１２年７月

１９日付国教指発第４４５号）

④ 東京都教育委員会教育長から特別区教育委員会教育長、都立学校長及び区立学校長

にあてられた「適法な交渉の準備」に該当する具体的な職員団体活動の範囲について

の通知文（平成５年１２月９日付５教人勤第１６９号 ））

⑤ 「学校職員のための勤務時間等の手引」抜粋

⑥ 国立市教育委員会と職員団体との確認事項等に関する同委員会の見解

⑦ 東京都教職員組合北多摩西支部国立地区協議会に関する下記資料

・１９９９年度及び２０００年度地区協議会役員、執行委員等の名簿

・月間行事日程表（１９９９年７月分）

⑧ 多摩島嶼地区教職員組合に関する下記資料

・１９９９年度及び２０００年度役員等名簿

・機関運営予定表（１９９９年７月、９～１２月、２０００年１～４月）

⑨ 国立市立小中学校の職員団体による「教室不正使用」に関する産経新聞記事の写し

（平成１２年７月２２日付）

⑩ 東京都教職員組合国立地区協議会作成の教室使用に関する念書の写し

（１９９９年３月２３日付）

⑪ 「東京都国立市職員措置請求書」に係る監査結果に関する通知文（平成１２年７月

２１日付国監収第１９号）及び監査結果本文

⑫ 国立市作成の「弁明書」の写し

⑬ 職員団体役員等の職務専念義務免除・給与減額免除申請簿の写し

⑭ 教職員の研修に関する資料

⑮ 東京都教職員組合北多摩支部国立地区協議会等の機関運営の参加票一覧表の写し

⑯ 多摩島嶼地区教職員組合関係の参加票の写し


